
平成 28年

熊本地震で

倒壊した住宅

固定

資産税耐震補強工事で税金の特例が受けられます。所得税

耐震補強工事で安心な住まいづくり

耐震補強工事補助額は　100万円～

補強計画の作成 耐震補強工事

＋
専門家の

無料耐震診断

診断は　無料

あ 熱海市 まちづくり課 0557-86-6423 0557-86-6416

い 伊豆市 都市計画課 0558-83-5206 0558-83-5497

伊豆の国市 危機管理課 055-948-1482 055-948-1169

伊東市 建築住宅課 0557-32-1763 0557-36-0320

磐田市 建築住宅課 0538-37-4899 0538-33-2050

お 御前崎市 都市政策課 0537-29-8732 0537-85-1145

小山町 都市整備課 0550-76-6137 0550-76-2795

か 掛川市 都市政策課 0537-21-1152 0537-21-1165

河津町 建設課 0558-34-1952 0558-34-1404

川根本町 建設課 0547-56-2227 0547-56-1117

函南町 都市計画課 055-979-8117 055-979-8146

き 菊川市 都市計画課 0537-35-0957 0537-35-2115

こ 湖西市 建築住宅課 053-576-4549 053-576-1897

御殿場市 建築住宅課 0550-82-4224 0550-70-1030

し 静岡市 建築指導課 054-221-1124 054-221-1135

島田市 建築住宅課 0547-36-7184 0547-37-7514

清水町 都市計画課 055-981-8225 055-973-1809

下田市 建設課 0558-22-2219 0558-27-1007

す 裾野市 まちづくり課 055-995-1856 055-994-0272

な 長泉町 建設計画課 055-989-5520 055-986-5905

に 西伊豆町 産業建設課 0558-55-0212 0558-54-6004

ぬ 沼津市 まちづくり指導課 055-934-4762 055-933-1412

は 浜松市 建築行政課 053-457-2473 050-3730-5234

ひ 東伊豆町 建設整備課 0557-95-6303 0557-95-0122

ふ 袋井市 都市計画課 0538-44-3123 0538-44-3145

藤枝市 建築住宅課 054-643-3481 054-643-3280

富士市 建築指導課 0545-55-2909 0545-53-2773

富士宮市 建築住宅課 0544-22-1229 0544-22-1208

ま 牧之原市 都市住宅課 0548-53-2633 0548-52-3772

松崎町 産業建設課 0558-42-3965 0558-42-3183

み 三島市 住宅政策課 055-983-2644 055-973-6722

南伊豆町 地域整備課 0558-62-6277 0558-63-0018

も 森町 定住推進課 0538-85-6321 0538-85-4419

や 焼津市 建築指導課 054-626-2169 054-626-2184

よ 吉田町 都市環境課 0548-33-2161 0548-33-0362

      プロジェクト「TOUKAI-0」市町担当

市町名 担当課 電　話 FAX

「自分の命は自分で守る」

今こそ耐震補強を！

（令和３年４月現在）

※金額は市町により異なります。



安心
な

住まい

耐震補強工事で、
税制の特例が受けられます。

○所得税
　 基準額の10％控除
　 (限度額25万円)

○固定資産税
   税額の1/2減額(1年間)

※税制の特例を受けるためには、市町

　 

等で発行する証明書が必要です。

＋

補助金交付決定前に、設計等に着手すると交付金が
もらえないので、ご注意ください。

工事箇所、工事費を検討して、補強計画を作成します。

補強計画に基づき、耐震補強工事を実施します。

　【補助額】

　一般世帯　　　 万円～

　高齢者のみ世帯等　 万円～

　

補助金が100万円～（高齢者のみ世帯等120万円～）診断は電話１本で

市町が派遣する

専門家による

耐震診断を無料

で受けられます。

市町の窓口に電話で申し

込みください。
（裏面の担当窓口参照）

(設計費別途)

(8%)

令和２年度　耐震補強工事費の実績 ＜データ数　632件＞
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中央値　約140万円
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※期限のある特例措置ですが、今後延
長される場合があります。

平均値　約170万円

※金額はいずれも令和３年４月現在

（令和３年12月まで）

（令和４年３月まで）※一般的な市町の補助額を記載しています。
　 一部の市町については記載の補助額を下回る場合がありますので、
　 詳細は、市町担当課までお問い合わせください。


